
環境月間６月 環境にやさしい暮らしを
始めよう

住
ま
い
の

創
エ
ネ
・
省
エ
ネ
を
支
援

　

西
脇
市
で
は
、
家
庭
に
お
け
る
二
酸
化
炭
素
の
排
出
抑
制
を
図
る
た
め
、
家
庭
用
の
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
の
設
置
や
電
気
自
動
車
の
購
入
に
奨
励
金
を
交
付
す
る
制
度
を
設
け

ま
し
た
。
制
度
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み
・

お
問
い
合
わ
せ
は
環
境
課
（
市
役
所
内
線
３
９
１
）
ま
で
。

新
制
度

家
庭
用
創
エ
ネ
省
エ
ネ
設
備
等
導
入
促
進
事
業

西脇エコポイント制度は、節電や緑のカーテンなど環境にやさしい取り組
みに対してエコポイント券を発行し、ポイントを集めると黒田庄和牛など
の特産品や省エネグッズなどが当たる抽選会に参加できる仕組みです（10
ポイントで１回抽選）。エコポイント券は主に環境課でお渡ししています。
皆さんも楽しみながら「エコ」に取り組んでみませんか。なお、抽選会は
平成28年３月に実施予定です。■問合せ　環境課（市役所内線392）

西脇ファーマーズブランド
認証商品の購入

認証マークを市環境課に提出。
自然にやさしい農法で作られた
西脇ファーマーズブ
ランド認証商品は、
北はりま旬菜館など
で購入できます。

電気使用量
対前年同月比のマイナス達成　

緑のカーテンを実施

緑のカーテンの写真１枚（裏面
に名前記入）を市環境課に提出。
１軒（１施設）
につき申請は１
回とし、事業所、
団体もＯＫです。

認証マーク１個１ポイント１ヵ月につき５ポイント １軒につき 10ポイント

市環境課へ「電気ご使用量のお
知らせ」を持参してください。

屋根の上に設置された太陽光
パネル

平成27年度から国民健康保険税（国保税）の納付月変更
や課税限度額の引き上げ、国保税軽減措置の拡充を行
います。概要をお知らせしますので、ご不明な点はお
問い合わせください。なお、税率の変更はありません。
◆問合せ　保険医療課保険担当（市役所内線253・254）

■　納税月の変更

①国保税の納付月が７月から翌年３月の９回に変更
②納税通知書を７月に送付
※これまでは６月から翌年３月の 10 回で納付、６月に納税
　通知書を送付していました。

■　課税限度額の引き上げ

　国保税の負担は、所得の高い世帯でも課税限度額
までとなっています。今年度は、国の基準に準じて
下表のとおり課税限度額を引き上げます。

■　国保税軽減措置の拡充

　世帯の前年中の所得が一定の所得基準以下の場合
は、国保税の均等割額と平等割額が所得に応じて7
割・5割・2割軽減されます。5割・2割軽減の基準
となる所得額を引き上げ、軽減対象世帯を拡大しま
す。基準額は世帯の被保険者数によって異なります。
（例）被保険者数2人の場合

医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
改正前  51万円 16万円 14万円
改正後  52万円 17万円 16万円

改正前
■５割軽減
所得82万円以下
（給与収入147万円以下）
■２割軽減
所得123万円以下
（給与収入約201万円以下）

改正後
■５割軽減
所得85万円以下
（給与収入150万円以下）
■２割軽減
所得127万円以下
（給与収入約207万円以下）

国民健康保険

■申し込み・お問い合わせはこちら
　へその西脇・織物まつり事務局
　（商工観光課内／市役所内線268）

加杉野おどり
誰でも参加できるダンスコンテスト、踊り
のジャンル不問、キッズ部門を新設（要件
＝小学生以下が８割以上）。参加料＝１チ
ーム5,000円（キッズチームは無料）
締切 ７月17日（金）

締切 ７月31日（金）

播州織ファッションショー
『HESOCOLE（ヘソコレ）』
モデルを募集します。年齢性別不問。興味
のある方は事務局までお問い合せください。

へそのミュージックフェスタ
一般参加型の音楽イベント。楽器演奏やカ
ラオケなど歌や音楽が大好きな方の参加を
お待ちしています。
締切 ７月21日（火）

フォトコンテスト
花火やダンスなど、へその西脇・織物まつ
りに関する作品を対象にしたコンテストで
す。優秀作品には特産品をプレゼントしま
す。
締切 ９月28日（月）

好まち、我がまち市
まつり会場での商業イベントです。物販・
飲食・展示など業種は不問。募集数に達し
た時点で締め切ります。出展料＝１小間
3,000円（電源使用は別途費用負担）
締切 ７月17日（金）

この

へ
そ
の
西
脇
・
織
物
ま
つ
り

市
制
施
行
10
周
年
記
念

参
加
者
募
集
／
８
月
30
日
実
施
イ
ベ
ン
ト

①国保から後期高齢者医療制度に移行し、国保加入者が単身となる場合、一定期間、平等割額を軽減します。
②社会保険等の本人が後期高齢者医療制度に移行することで、国保に加入する 65歳以上の被扶養者の方
は、一定期間、国保税が減免となる場合があります（要申請）。

③65歳未満の方で倒産・解雇等の理由で離職し、雇用保険の受給資格がある場合は、国
保税算定において、離職日の翌日から翌年度末までの２カ年度、前年中の給与所得を
30/100とみなし算定する軽減措置が受けられます（要申請）。

④災害・失業その他の事情で国保税の納付が困難な場合は減免が受けられる場合があります。

そ
の
他
の
国
保
税
の

軽
減
・
減
免
措
置

コンビニ納付が
可能になったよ

6広報にしわき　平成27年6月号広報にしわき　平成27年6月号7

　
　

対
象
設
備
等

・
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

・
太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム

・
家
庭
用
燃
料
電
池
（
エ
ネ
フ
ァ

　

ー
ム
）

・
家
庭
用
蓄
電
池

・
電
気
自
動
車
充
給
電
設
備

・
電
気
自
動
車

　

い
ず
れ
も
未
使
用
品
と
し
ま
す
。 

　

対
象
要
件
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

等
で
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

対
象
者

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
方

が
対
象
で
す
。

　

自
分
が
住
む
・
住
も
う
と
す
る

市
内
の
住
宅
に
右
の
対
象
設
備
を

設
置
し
た
方
、
対
象
設
備
付
き
の

住
宅
を
購
入
し
た
方
、
電
気
自
動

車
を
購
入
し
た
方
の
う
ち
、

①
交
付
申
請
時
に
市
内
に
住
民
登

録
が
あ
る
方

②
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

　
　

奨
励
金
額

　
「
へ
そ
の
街
に
し
わ
き
共
通
商

品
券
」
を
交
付
し
ま
す
。
金
額
は

対
象
設
備
ご
と
に
、
ま
た
市
内
業

者
か
市
外
業
者
か
に
よ
り
異
な
り

ま
す
。
例
え
ば…

①
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

　

市
内
業
者
の
場
合
＝
１
kw
当
た

り
3
万
5
千
円（
上
限
10
万
円
）、

市
外
業
者
の
場
合
＝
１
kw
当
た

り
2
万
5
千
円（
上
限
6
万
5

千
円
）

②
電
気
自
動
車
＝
10
万
円

　
　

申
請
方
法

　　

市
へ
交
付
申
請
書
等
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

　
　

受
付
期
間

　

平
成
27
年
6
月
1
日
か
ら
、
予

算
の
範
囲
内
で
受
け
付
け
ま
す
。

交
付
申
請
書
の
提
出
は
平
成
28
年

3
月
31
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。
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